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答

弁

第

六

号 
   

衆
議
院
議
員
筒
井
信
隆
君
提
出
運
輸
行
政
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
一
二
三
第
六
号 

平
成
四
年
六
月
五
日 

衆

議

院

議
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内 

義 

雄 
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内
閣
総
理
大
臣 

宮 

澤 

喜 

一 

一 

 



 

三 

 
衆
議
院
議
員
筒
井
信
隆
君
提
出
運
輸
行
政
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
の
①
に
つ
い
て 

御
指
摘
の
列
車
（
以
下
「
本
件
列
車
」
と
い
う
。
）
の
運
転
台
の
警
報
等
故
障
表
示
に
つ
い
て
は
、
十
五
号
車
に

係
る
台
車
表
示
灯
が
計
八
回
、
電
気
機
器
表
示
灯
が
一
回
点
灯
す
る
と
と
も
に
、
ブ
ザ
ー
が
鳴
動
し
、
ユ
ニ
ッ

ト
表
示
灯
が
点
灯
し
た
と
聞
い
て
い
る
。 

一
の
②
に
つ
い
て 

本
件
列
車
は
、
東
京
駅
を
発
車
後
、
東
京
駅
か
ら
約
三
千
四
百
メ
ー
ト
ル
の
地
点
ま
で
に
八
回
停
止
し
、
そ

の
間
の
最
高
速
度
は
約
五
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時
で
あ
り
、
そ
の
後
は
三
島
駅
に
到
着
す
る
ま
で
最
高
速
度
約

二
百
二
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時
で
運
行
し
た
と
聞
い
て
い
る
。 

一
の
③
に
つ
い
て 



一
の
⑤
に
つ
い
て 

一
の
④
に
つ
い
て 

二
の
①
に
つ
い
て 

対
向
列
車
か
ら
三
回
、
新
横
浜
駅
か
ら
一
回
、
い
ず
れ
も
本
件
列
車
の
床
下
付
近
か
ら
火
花
が
出
て
い
る
旨

の
情
報
が
あ
っ
た
と
聞
い
て
い
る
。 

東
京
駅
か
ら
約
三
千
四
百
メ
ー
ト
ル
の
地
点
に
お
い
て
車
輪
の
ブ
レ
ー
キ
の
状
態
、
軸
箱
温
度
等
に
関
す
る

点
検
を
行
っ
た
ほ
か
、
三
島
駅
に
お
い
て
台
車
の
詳
細
な
点
検
を
行
っ
た
と
聞
い
て
い
る
。 

車
輪
の
摩
耗
状
態
か
ら
見
て
、
本
件
列
車
は
、
十
五
号
車
の
第
二
軸
の
車
輪
が
不
回
転
の
ま
ま
二
百
キ
ロ 

メ
ー
ト
ル
毎
時
以
上
の
最
高
速
度
で
運
行
し
た
と
考
え
ら
れ
る
と
聞
い
て
い
る
。 

運
転
士
か
ら
指
令
員
に
故
障
表
示
灯
の
点
灯
状
況
等
に
つ
い
て
報
告
が
行
わ
れ
、
ま
た
、
指
令
員
か
ら
運
転

士
に
運
行
の
指
示
、
車
両
の
床
下
点
検
の
指
示
等
が
行
わ
れ
た
と
聞
い
て
い
る
。 

四 

 



四
に
つ
い
て 

三
の
②
及
び
五
の
③
に
つ
い
て 

三
の
①
に
つ
い
て 

二
の
②
に
つ
い
て 

御
質
問
の
部
署
は
、
東
海
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
新
幹
線
鉄
道
事
業
本
部
運
輸
営
業
部
運
用
課
で
あ
る
と
聞
い

て
い
る
。 

本
件
列
車
の
十
五
号
車
の
第
二
軸
の
車
輪
に
、
長
さ
約
三
百
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
、
深
さ
約
三
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル

の
フ
ラ
ッ
ト
が
発
生
し
て
い
た
と
聞
い
て
い
る
。 

原
因
は
、
本
件
列
車
の
十
五
号
車
の
第
二
軸
歯
車
装
置
の
潤
滑
油
が
不
足
し
た
ま
ま
走
行
し
た
こ
と
に
よ 

り
、
当
該
装
置
内
の
小
歯
車
軸
受
け
の
損
傷
が
徐
々
に
進
行
し
、
そ
の
後
破
損
し
、
そ
の
結
果
車
輪
の
回
転
に

支
障
を
来
し
た
た
め
で
あ
る
と
聞
い
て
い
る
。 

五 

 



五
の
②
に
つ
い
て 

五
の
①
に
つ
い
て 

な
お
、
東
海
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
か
ら
財
団
法
人
鉄
道
総
合
技
術
研
究
所
及
び
輪
軸
の
製
造
メ
ー
カ
ー
で
あ

る
住
友
金
属
工
業
株
式
会
社
に
対
し
、
原
因
の
特
定
と
技
術
的
検
証
の
た
め
に
必
要
な
依
頼
を
行
っ
た
と
聞
い

て
い
る
。 

東
京
駅
か
ら
三
島
駅
ま
で
の
間
に
お
け
る
レ
ー
ル
そ
の
も
の
に
は
損
傷
は
生
じ
な
か
っ
た
が
、
レ
ー
ル
を
電

気
的
に
接
続
す
る
レ
ー
ル
ボ
ン
ド
の
う
ち
三
島
駅
構
内
の
二
十
二
本
に
軽
微
な
損
傷
が
生
じ
た
と
聞
い
て
い 

る
。 調

査
に
つ
い
て
は
、
東
海
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
新
幹
線
鉄
道
事
業
本
部
が
中
心
と
な
っ
て
行
っ
た
と
聞
い
て

い
る
。 

調
査
は
、
平
成
三
年
九
月
三
十
日
か
ら
同
年
十
一
月
二
十
五
日
ま
で
行
わ
れ
た
と
聞
い
て
い
る
。 

六 

 



五
の
④
に
つ
い
て 

六
に
つ
い
て 

で
あ
る
と
聞
い
て
い
る
。 

(4) 

「
運
用
指
令
業
務
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
へ
の
床
下
点
検
実
施
時
に
お
け
る
車
輪
の
回
転
の
確
認
の
追
加
及
び
そ

の
内
容
の
徹
底 

(3) 

通
常
と
異
な
る
給
油
、
修
繕
等
が
行
わ
れ
た
場
合
の
連
絡
・
報
告
方
法
の
見
直
し
及
び
そ
の
内
容
の
徹

底 

(2) 

台
車
検
査
時
の
油
量
チ
ェ
ッ
ク
表
の
記
録
方
法
の
変
更 

(1) 

全
車
両
を
対
象
と
す
る
駆
動
装
置
の
油
量
等
の
一
斉
点
検
の
実
施 

東
海
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
が
講
じ
た
再
発
防
止
対
策
の
主
な
内
容
は
、 

本
件
列
車
に
つ
い
て
の
直
近
の
検
査
は
、
車
両
の
全
般
に
つ
い
て
行
う
検
査
を
平
成
三
年
二
月
二
日
に
、
車 

七 

 



七
に
つ
い
て 

両
の
主
要
部
分
に
つ
い
て
行
う
検
査
を
同
年
七
月
二
日
に
、
車
両
の
状
態
及
び
機
能
に
つ
い
て
行
う
検
査
を
同

年
九
月
二
十
四
日
に
、
ま
た
、
列
車
の
検
査
を
同
年
九
月
二
十
九
日
に
、
そ
れ
ぞ
れ
所
要
の
人
員
を
充
当
し
て

実
施
し
た
と
聞
い
て
い
る
。 

台
車
表
示
灯
点
灯
時
に
お
け
る
対
処
方
法
を
定
め
た
も
の
と
し
て
は
、
指
令
員
に
対
し
て
床
下
点
検
等
の
指

示
方
法
等
を
定
め
た
「
運
用
指
令
業
務
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
と
運
転
士
に
対
し
て
運
転
台
で
の
対
処
方
法
及
び
指
令
員 

平
成
三
年
九
月
二
十
九
日
の
列
車
の
検
査
に
お
い
て
、
本
件
列
車
の
十
五
号
車
の
第
二
軸
歯
車
装
置
の
潤
滑

油
の
不
足
が
認
め
ら
れ
た
た
め
、
当
該
歯
車
装
置
に
約
三
リ
ッ
ト
ル
の
補
給
を
行
っ
た
と
聞
い
て
い
る
。 

東
海
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
で
は
、
新
幹
線
車
両
の
車
輪
の
検
査
基
準
と
し
て
、
車
輪
の
形
状
、
踏
面
の
損
傷

状
態
等
に
つ
い
て
検
査
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
「
新
幹
線
電
車
整
備
心
得
」
が
あ
り
、
更
に
詳
細
に
つ
い
て

「
新
幹
線
電
車
整
備
取
扱
細
則
」
等
が
定
め
ら
れ
て
い
る
と
聞
い
て
い
る
。 

八 

 



九
の
③
に
つ
い
て 

九
の
②
に
つ
い
て 

九
の
①
に
つ
い
て 

八
に
つ
い
て 

今
回
の
よ
う
に
台
車
表
示
灯
が
点
灯
し
た
場
合
に
は
、
車
輪
の
回
転
の
確
認
等
十
分
な
点
検
を
行
っ
た
上 

で
、
状
況
に
応
じ
た
対
応
が
な
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
る
。 

再
発
防
止
対
策
と
し
て
東
海
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
が
講
じ
た
措
置
に
つ
い
て
は
、
妥
当
な
も
の
と
考
え
て
い

る
。 

へ
の
報
告
を
定
め
た
「
電
車
故
障
応
急
処
置
ブ
ロ
ッ
ク
図
」
が
あ
る
と
聞
い
て
い
る
。 

御
指
摘
の
発
表
に
お
い
て
は
、
駆
動
装
置
の
損
傷
が
直
ち
に
重
大
な
事
故
に
つ
な
が
る
お
そ
れ
は
無
い
旨
を 

東
海
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
に
同
種
事
故
は
発
生
し
て
い
な
い
と
聞
い
て
い
る
。 

九 

 



 

一
〇 

述
べ
た
も
の
と
理
解
し
て
い
る
。 

九
の
④
に
つ
い
て 

新
幹
線
の
安
全
運
行
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、
人
的
要
素
、
施
設
等
の
物
的
要
素
及
び
そ
れ
ら
を
組
み
合
わ

せ
た
シ
ス
テ
ム
上
の
要
素
に
つ
き
、
総
合
的
な
安
全
対
策
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。
今
後
と
も
、
新

幹
線
の
安
全
運
行
に
つ
い
て
万
全
を
図
る
よ
う
関
係
者
を
指
導
し
て
ま
い
り
た
い
。 

九
の
⑤
に
つ
い
て 

輸
送
の
安
全
確
保
に
関
す
る
個
別
の
具
体
的
な
対
策
は
、
鉄
道
事
業
者
が
責
任
を
持
っ
て
行
う
べ
き
も
の
で

あ
る
と
考
え
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
輸
送
の
安
全
を
図
る
た
め
に
は
、
全
職
員
が
一
致
し
て
対
策
を
推
進
す

る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。 




